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労使協定の見直しを行う派遣元事業主への
支援及び取組の進捗状況について

資料１



○ 都道府県労働局による該当事業所の把握及び個別フォローアップの進捗状況は、以下のとおり。

備考派遣労働者数事業所数対応状況

令和６年４月１日以降に働いたことがある方で既に離職さ
れた元派遣労働者を含め、該当労働者全員に実施済み又は
実施が確定しているもの。

１,２４２人１２７事業所① 賃金の引き上げ及び差額の支払
いを実施済み又は実施が確定

ーー９６４事業所

② 令和６年４月１日からフォロー
アップ時点までの間において当該
誤りのあった指数による労働者派
遣の実績がない

確認や対応をいただきたい点について、個別に案内・要請
を実施。
引き続き、人材確保等支援助成金（派遣元特例コース）の
利用勧奨を含め、フォローアップを行っているもの。

１,２０２人１８４事業所③ 労使協定の改定及び差額の支払
いについてフォローアップ中

労働局において事業所に個別の案内・要請を実施。
事業所において対象者の確認作業を実施中など、時間を要
しているもの。

ー１０７事業所④ 労使協定の改定及び差額の支払
いについてフォローアップを開始

労使協定の改定などの進捗状況（令和６年９月3 0日時点）
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都道府県労働局から管内の全派遣元事業所へ事案の概要、確認が必要な事項等をお知らせするとともに、訂正後の

ハローワーク別地域指数より低い指数を用いて労使協定を締結している派遣元事業所へのフォローアップを開始

これまでに１２７事業所・派遣労働者１,２４２人において、賃金額の引き上げ及び差額の支払いを実施済み又は
実施が確定

進捗状況



労使協定の見直しを行う派遣元事業主への支援（現場での個別フォロー等）

ハローワーク別地域指数の誤り及びその訂正に伴い、労使協定の再締結とともに、現行協定と新協定との差を補う対

応を行う派遣元事業所について、通常であれば生じない年度途中での当該作業が円滑に進むよう、都道府県労働局に

おいて、個別に連絡をとり、周知や要請、支援策の活用など、１つ１つ丁寧なフォローを行う。

賃金水準の確認

R6.5.24

R6.9.30

R7.3.31

見直し内容の検討

協定の見直し協議

労使協定の改定

協定内容の適用

・訂正後の一般賃金水準の確認

・協定再締結のための賃金水準引

き上げ幅の算定

・雇用する派遣労働者ごとの給与

額の算定

・諸経費の検討

・過半数労働組合若しくは過半数

労働者代表との協議

・協議期間を通じた労働者への説明

・協定再締結手続き

・締結内容の労働者への周知

・給与再計算や差額の算定・支払い

・給与明細、給与システム入力等

など

【全派遣元事業所向け】

事案の概要、確認が必要な事項等をお知らせ

【全派遣元事業所向け】

リーフレット、Q&Aによる周知の実施

【該当する派遣元事業所向け】
※円滑に取組が進むよう、早期・集中的に行いつつ、令和６年度内を通じて実施

周知や要請、支援策の活用等、個別にフォローアップ・支援

※以下の事項等を確認しながら、支援策の活用を含め、速やかに取組が進むよう、
丁寧なフォロー、相談・支援を実施。
・協定改定に伴う諸経費（退職した労働者との連絡方法・経費、派遣元の人事

労務担当者の従事人日、システム経費等も含む。）
→ 支援策の活用勧奨を行うとともに、申請支援を実施

・派遣先との派遣料金の見直し協議状況
・派遣労働者等からの問い合わせ状況 など

※令和６年事業報告（6月30日迄に提出を受ける）
により、労使協定の改定を要する派遣元事業所
を把握

＜労使協定の改定が必要となる
派遣元事業所において想定される作業等＞

（参考）第370回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会（令和６年６月７日開催）資料３
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ハローワーク別地域指数の算定誤りを踏まえた再発防止策の実施について

• 室長級職員が、作業工程ごとの手順のマニュアル化及び作業プロセスの適切な実施を統括管理。

複数担当者制によるダブルチェックに加え、集計結果のチェック作業には、担当班以外の職員を従事させることで、第三

者の視点から誤りがないことを確認

④ 課内体制の強化及び作業手法の整備

• 組織管理を担当する省内担当課室と連携して、地域指数の算定対象となるハローワークと、対象とならない附属施設の区

分を再確認するなど、作業の前提となるデータの範囲の確実性を確保

③ 作業や発注の前提となる事項の確実性の確保

• ＩＣＴの活用等による業務効率化などを支援する省内担当課室と連携し、担当者がハローワークシステムからダウンロー

ドしたデータを加工せず必要な情報の集計を可能とするデジタルツールの開発・導入

① デジタル技術の導入によるヒューマンエラーの排除

• 需給調整事業関係業務の受託実績がある外部業者が各数値の算定作業を実施し、その結果を担当者における算定結果と突

合することにより公表数値の確実性を確保（ベリファイ方式）

② 外部業者を活用したベリファイ方式の実施による公表数値の確実性の確保
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（参考）第373回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会（令和６年８月23日開催）資料１－２


